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総務大臣は、本準備書面において、申立人らの平成 2 1年 1月 2 0 日付け準備書面 (9 )
及び平成 2 1年 1月 2 1 日付け準備書面 (1 0 )に対し、必要と認める限度で反論する。
なお、 略称等は、 特に断らない限り従前の例による。

第 1 平成 2 1年 1月 2 0 日付け準備書面 (9 )について
申立人らの準備書面 (9 ) 及び平成 2 1年 1月 2 8 日の審理における陳述によれば、
申立人らは、 平成 1 4 年に開催された ｢電力線搬送通信設備に関する研究会｣ が ｢現在
開発されているモデム及び現在の電力線の状況では、電力線搬送通信設備が航空管制や
短波放送等の無線通信に対する有害な混信源となり得ることから、使用周波数帯を拡大
する ことは困難である。 ｣ (注 : ｢モデム｣とは P L C 機器を意味している。 以下同じ。 )
とする報告書を取りまとめたにもかかわらず、 平成 1 7年に開催された ｢高速電力線搬
送通信に関する研究会｣等における検討に基づき平成 1 8 年に制度改正が行われたこと
が不当であると主張しているようである 6
しかし、 平成 1 4 年の研究会の報告書では、 上記引用部に引き続き、 ｢しかし、 今後
モデムや電力線等において漏洩電界強度を大幅に低減する技術の開発が期待される こ
とから、 研究開発等を継続することが必要である。 ｣ 、 『モデムの研究開発の促進、 国
際基準策定に必要なデータ取得等のため、 実証実験を今後も実施する必要があ｣ るとさ
れたところであり (乙 1 3 8 号証 1 3 ページ) 、 平成 1 7年の研究会報告書は、 (平成
1 4 年の研究会報告書の) ｢これらの提言を受け、 その後、 漏えい電波低減技術の開発
が行われてきており、平成 1 6年 3月 からは屋内電力線の使用を中心とした実験による
データ取得も行われている。 ｣ という状況を受けて屋内電力線の使用に限定して検討を
行い、 その結果を取りまとめたものであるから (乙 4 号証 2 7 ページ) 、 平成 1 4 年の
研究会の報告書と何ら矛盾するものではない。
なお、 申立人らの準備書面 (9 ) の (9 ) (1 0 ページ) において、 ｢報告の最後ま
で、 妨害を受ける可能性が高いアマチ ュア無線、 短波放送、 電波天文から反対があった
こ とには触れなかった。 ｣ とされているが、 情報通信審議会情報通信技術分科会 (第4
1 回) の議事録によれば、 杉浦専門委員は、 『許容値の考え方はいるいるございます。
4 ページの最初に電力線搬送通信、 2行目ですけれども、 ｢無線利用との共存可能性 ･

共存条件等について検討を実施。 各方面の主張が大きく爺離する中｣ と書いてございま
す。 大きく垂離するというのは、 後からご紹介するかもしれませんけれども、 短波放送
とか、 アマチュア無線の方々から言うと- -数値を紹介しますと、 マイナス 2 0 d B p
v / m以下に抑えるべきだというような主張がございま した。 それに対しま して、 P L
C を推進する工業界の方々 とかいろいろな方々 がご要望された値はプラス 4 0 から 5
0 d B p v / m を許可すべきであるというようなご主張でした。 ｣ (乙 1 3 9 号証 3ペ
ージ) 、 fしたがって、 I T U - R の数値、 このカーブを使いますと、 極めて厳しい。
それからさらに、その I T U - R のレベルよりも′2 0 d B 低い値を許容値にしようとい
うことを短波放送の人たちはディスカ ッ シ ョ ンしておりまして、 I T U - R のクワイエ
ッ ト ･ルーラルのレベルに対して、 それよりも 2 0 d B 、 P L C の妨害を低く しようと

いうことで、 P L C 自体のメーカーと、 短波放送、 アマチュア無線、 あるいは電波天文
の方々 と極めて垂難があ っ たというのはそこにございます。 ｣ (同号証 6ページ) と述
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べていることからも分かるとおり、 申立人らの主張は事実に反するものである。

第 2 平成 2 1年 1月 2 1 日付け準備書面 (1 0 )について
申立人らの準備書面 (1 0 ) 3ページの図に掲げられた項目に沿って、 これまでの
主張に加え、 以下のとおり反論する。
1 周囲雑音について

周囲雑音に関する申立人らの主張については、総務大臣の平成 2 1年 1月 1 3 日付
け準備書面 (1 4 ) に対する申立人らの反論を待って、 必要に応じて併せて反論する
こととする。
なお、 申立人らは、 米国及びドイツの規制が電界強度で行われており、 ｢電界強度
では規制できないという理由はない｣ と主張しているが (申立人らの平成 2 1年 1月
2 1 日付け準備書面 (1 0 ) の 3 の (6 )

L

(1 3 ページ) ) 、 米国に関しては、 総務
大臣の平成 1 9年 5月 1 5 日付け準備書面 (1 ) の第 2 の 3 8 (1 1ページ)及び平
成 2 0 年 1月 3 1 日付け準備書面 (3 ) の第 1 の 2 4 (5ページ) で述べているとお
り、 その許容値は、 わが国で技術基準を策定した際に参照した電界強度値 (2 8 d B
影 V / m ~ 1 8 d B 彩 V / m )よりも 2 1 d B ~ 3 1 d B も高い値 (4 9 d B 仏 V /
m ) である。 仮に我が国においてもこの水準の電界強度を許容値として採用する場合
には、周囲雑音の電界強度よりも高い ことから測定可能性について再検討の余地はあ
るものと考えられるが、我が国の現在の技術基準を策定した際に参照 した電界強度値
を維持するのであれば、 米国の例は参考にはならない。
また、 ドイツを含むE U は、 E U 統一の規制である E M C 指令に基づき、 認証機関
による認証を経て C E マークを付した P L C 機器であれば、 E U 域内において制限な
く販売が行えることとされているが、認証機関が P L C 機器の認証を行う際の指針で
ある ｢E C A N B T G N 1 7 ｣ こ々は、 許容値として コモンモー ド電流の値が記載さ
れている。 申立人らが、 P L C 機器の認証に用いられている許容値が電界強度で定め
られていると主張するのであれば具体的な根拠規定を示されたい。

2 コモンモー ド電流による規制について
申立人らは、 ｢『P L C 機器から漏洩する電波の強度』にばかり注目し、 P L C 機
器が接続された電力線から放射される漏洩電波については何らの考慮も行っていな
い』と主張している (申立人らの準備書面 (1 0 ) の 2 の (2 ) (4 ページ)′ ) 。
しかしながら、 本件技術基準が規定の負荷 (I S N 1 ) の電力線を流れる コモンモ
ード電流を規制すること "こより、漏えい電波を抑制するものである こ とは、 これまで
の総務大臣の主張 (例えば平成 2 0年 1 1月 1 2 日付け準備書面 (1 2 ) の第 1 の 3
(8 ページ以下) から明らかである (なお、 3 0 M H z 以上の周波数帯においてはき
ょう体及びその近傍の電力線から直接放射される漏えい電波の電界強度を規制して
いるが、 その理由は同準備書面の第 1 の 3 の (2 ) で説明済みである。 ) 。
また、 申立人らは、 申立人らの準備書面 (1 0 ) の 2 の (2 ) (4 ページ) におい
て、 情報通信審議会情報通信技術分科会 (第4 1 回)への報告において ｢ ｢電力線上
に存在する コモンモー ド電流の規制を行っ ていない｣ ことを認めている ｣ と主張して
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いるが、 報告を行った杉浦専門委員は ｢ (電力線に) P L C の往復信号を乗せますと、
往復して、 いわゆるバランスのとれた、 電流の流れが逆向きで同じ振幅の電流が流れ
る部分と、 もう一つは、 バランスが悪いことによ っ て、 2本の両方の線に一方向に流
れる電流が発生します。この一方向に流れる電流のことを我々 はコモンモー ドと称し
ています。 先生方のお使いになられている携帯電話と同様に、 コモンモー ドによって

電磁波が発生することになります。 したがいまして、 今回、 ご下命いただきました問
題について言うと、 P L C の コモンモー ドによります不要電磁波によって既存の無線
局が妨害を受けないようにする、 あるいはそれを最低限に抑えるためには、 P L C に

課すべき どのような許容値を決めるべきか、あるいはそれをどういうように測定する
かということでございます。 (中略)要は、 悪い妨害源となるのは電灯線に流れます
コモンモー ド電流でございまして、 後からこ の値を紹介いたしますが、 3 0 d B 糾A
以下にすべきであるというよう“こ決めま した。 ｣ (乙 1 3 9 号証 2 ~ 3 ページ)等の
説明を行っており、 同委員の説明及び配布資料 (乙 1 4 0 号証及び乙 4 号証) に基づ
けば、 ｢電力線上に存在する コモンモー ド電流の規制を行っ ていない ことを認めてい
る J という結論を導くことは不当である。

3 電力線の特性について

申立人らの準備書面 (1 0 ) の 4 (3 ) (1 3 ページ) において、 申立人らは、 コ
ンセ ントで測定した L C L は、 電力線上の不平衡度を正しく表さない旨主張してお

.り、 その根拠として甲 1 3 7 号証を挙げているが、 ここで言及している ｢電力線上の

不平衡度｣ とは何を意味するのか、 その定義を明らかにされたい。 また、 この主張は、
甲 1 3 7 号証のどの記載を根拠としているのか明らかにされたい。 なお、申立人らに
は以前も要請したことではあるが、審理は日本語で行われているのであって、 甲 1 3
7号証を維持するのであれば、 日本語訳を提出されたい。 ′

平成 2 0 年 1 1月 1 2 日付け準備書面 (1 2 ) の第 1 の 3 (2 ) (1 2ページ) で
説明したとおり、 L C L は電力線の平衡状態を表す物理量であって･ 数字が小さいほ
ど平衡状態が悪い こ と、 すなわちコモンモー ド電流が発生しやすいことを示してお
り、 P L C 機器が コモンモー ド電流許容値に適合しているかどうか測定するための測
定器具 (イ ンピ- ダンス安定化回路網。 これに P L C 機器を接続し、 発生する コモン
モー ド電流を測定する。 ) の特性を決める物理量の一つとなっている。 総務大臣は、
平成 2 0 年 6 月 2 4 日付け準備書面 (8 ) の第4 の 4 (1 1ページ) で説明したとお
り、 多数の家屋における多数の コ ンセ ントにおいて多数回 L C L を測定し、 その結果
に基づき、 イ ンピーダンス安定化回路網の L C L の値を決定した。 これは、 現実の家
屋の電力線網は千差万別であり、 また、 同一の電力線網でも場所、 時間、 周波数帯、
電力線網に接続された電気製品の使用状況等によってもL C L は異なることから、多
数の実測を行うことにより ,イ ンピーダンス安定化回路網が現実の家屋の電力線網を

模擬する上で適切な L C L の値を統計的に得ようとしたものである (なお、 障害発生
の可能性を極力低減させる見地から、イ ンピーダンス安定化回路網の L C L として採
用された値は、 上記実測値の 9 9 % と比べ同じ又は低くなる、 すなわち平衡状態が悪
く コモンモー ド電流が発生しやすくなるよう設定された。 ) 。 なお、 コ ンセントで測
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定を行ったのは、多数の実測を行う上で コンセントで行うことが合理的であり、かつ、
コ ンセ ントで測定を行うことによって統計的に問題がある偏りが生じるとは想定さ

れないためである。
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